
議案第７１号 

 

令和２年１２月期及び令和３年６月期以降に支給する期末手

当の支給割合の改定に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

 

 令和２年１２月期及び令和３年６月期以降に支給する期末手当の支給割合

の改定に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和２年１１月１８日提出 

  

                    山都町長 梅 田   穰 

 

 

（提案理由） 

令和２年人事院勧告に伴い、山都町一般職の職員の給与に関する条例及び

関係条例の一部を改正する必要があります。  

これが、この議案を提出する理由です。 

 



 

 

 令和２年１２月期及び令和３年６月期以降に支給する期末手当の支給割合の

改定に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。  

  令和  年  月  日 

山都町長  

 

山都町条例第 号 

   令和２年１２月期及び令和３年６月期以降に支給する期末手当の支給割

合の改定に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条 山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例第４  

３号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１０  

０分の１１０」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分の  

１３０」を「１００分の１２５」に改める。 

第２条 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、  

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１ 

００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。  

 （山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第３条 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町

条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００

分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。  

第４条 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）  



 

 

第５条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例（平成１７年山

都町条例第４０号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１

３５」を「１００分の１３０」に改める。 

第６条 町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１３０」を「１００分の１３２．５」に改める。 

 （山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

第７条 山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

山都町条例第６号）の一部を次のように改正する。  

附則第３条及び第４条中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に

改める。 

第８条 山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次

のように改正する。 

  附則第４条中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び

第８条の規定は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

 

 



 

 

山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)新旧対照表【第１条関係】 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第１８条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１３０を乗じて得た額

（規則で定める職員にあっては、１００分の１１０を乗じて得た額）に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

３０」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） 

 

（期末手当） 

第１８条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２５を乗じて得た額

（規則で定める職員にあっては、１００分の１０５を乗じて得た額）に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） 

 

 

山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)新旧対照表【第２条関係】 

現行 改正後（案） 

（期末手当） 

第１８条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２５を乗じて得た額

（規則で定める職員にあっては、１００分の１０５を乗じて得た額）に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

（期末手当） 

第１８条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２７．５を乗じて得た

額（規則で定める職員にあっては、１００分の１０７．５を乗じて得た額）

に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ



 

 

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） 

 

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） 

 

 

山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第18号)新旧対照表【第３条関係】 

現行 改正後（案） 

（一般給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職給与条例第２条、第１７条第１項、第１

７条の２第１項並びに第１８条第２項及び第５項の規定の適用については、

一般職給与条例第２条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定

任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第１７条第１項中「第７条の２第

１項に規定する職員」とあるのは「第７条の２第１項に規定する職員及び山

都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町条例第１

８号）第７条第１項に規定する特定任期付職員（以下「特定任用付職員」と

いう。）」と、一般職給与条例第１７条の２第１項中「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にあ

る職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第１８条第２項中「１００

（一般給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職給与条例第２条、第１７条第１項、第１

７条の２第１項並びに第１８条第２項及び第５項の規定の適用については、

一般職給与条例第２条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定

任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第１７条第１項中「第７条の２第

１項に規定する職員」とあるのは「第７条の２第１項に規定する職員及び山

都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町条例第１

８号）第７条第１項に規定する特定任期付職員（以下「特定任用付職員」と

いう。）」と、一般職給与条例第１７条の２第１項中「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にあ

る職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第１８条第２項中「１００



 

 

分の１３０」とあるのは「１００分の１７０」と、同条第５項中「同表以外

の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員（特定任期付職員を含む。）」とする。 

３～４（略） 

 

分の１２５」とあるのは「１００分の１６５」と、同条第５項中「同表以外

の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員（特定任期付職員を含む。）」とする。 

３～４（略） 

 

 

山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第18号)新旧対照表【第４条関係】 

現行 改正後（案） 

（一般給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職給与条例第２条、第１７条第１項、第１

７条の２第１項並びに第１８条第２項及び第５項の規定の適用については、

一般職給与条例第２条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定

任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第１７条第１項中「第７条の２第

１項に規定する職員」とあるのは「第７条の２第１項に規定する職員及び山

都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町条例第１

８号）第７条第１項に規定する特定任期付職員（以下「特定任用付職員」と

いう。）」と、一般職給与条例第１７条の２第１項中「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にあ

る職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第１８条第２項中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の１６５」と、同条第５項中「同表以外

（一般給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職給与条例第２条、第１７条第１項、第１

７条の２第１項並びに第１８条第２項及び第５項の規定の適用については、

一般職給与条例第２条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定

任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第１７条第１項中「第７条の２第

１項に規定する職員」とあるのは「第７条の２第１項に規定する職員及び山

都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年山都町条例第１

８号）第７条第１項に規定する特定任期付職員（以下「特定任用付職員」と

いう。）」と、一般職給与条例第１７条の２第１項中「規則で定める管理又は

監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にあ

る職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第１８条第２項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の１６７．５」と、同条第５項中



 

 

の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を

受ける職員（特定任期付職員を含む。）」とする。 

３～４（略） 

 

「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料

表の適用を受ける職員（特定任期付職員を含む。）」とする。 

３～４（略） 

 

 

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第40号)新旧対照表【第５条関係】 

現行 改正後（案） 

（期末手当の額等） 

第５条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例

第４３号）第１８条第２項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分

の１３５」とし、同条第５項において、規則で定めることとされている割

合は、同項の規定にかかわらず、１００分の１０を超えない範囲内で別に

規則で定めるものとする。 

 

（期末手当の額等） 

第５条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例

第４３号）第１８条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１３０」とし、同条第５項において、規則で定めることとされている割

合は、同項の規定にかかわらず、１００分の１０を超えない範囲内で別に

規則で定めるものとする。 

 

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第40号)新旧対照表【第６条関係】 

現行 改正後（案） 

（期末手当の額等） 

第５条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例

（期末手当の額等） 

第５条 町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

ただし、山都町一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年山都町条例



 

 

第４３号）第１８条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の１３０」とし、同条第５項において、規則で定めることとされている割

合は、同項の規定にかかわらず、１００分の１０を超えない範囲内で別に

規則で定めるものとする。 

 

第４３号）第１８条第２項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の１３２．５」とし、同条第５項において、規則で定めることとされ

ている割合は、同項の規定にかかわらず、１００分の１０を超えない範囲

内で別に規則で定めるものとする。 

 

山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)新旧対照表【第７条関係】 

現行 改正後（案） 

附 則 

第１条、第２条 （略） 

（令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特例） 

第３条 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間における第１７

条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分の

６５」とする。 

第４条 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間における第１７

条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分の

９７．５」とする。 

 

附 則 

第１条、第２条 （略） 

（令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特例） 

第３条 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間における第１

７条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項

の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の６５」とする。 

第４条 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間における第１

７条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項

の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の９７．５」とする。 

 



 

 

山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)新旧対照表【第８条関係】 

現行 改正後（案） 

附 則 

第１条、第２条 （略） 

（令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特例） 

第３条 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間における第１７

条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

６５」とする。 

第４条 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間における第１７

条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

９７．５」とする。 

 

附 則 

第１条、第２条 （略） 

（令和４年３月３１日までの間における期末手当に関する特例） 

第３条 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間における第１

７条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項

の規定の適用については、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の６５」とする。 

第４条 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間における第１

７条第１項及び第２６条第１項において準用する給与条例第１８条第２項

の規定の適用については、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の９７．５」とする。 

 

 

 


